
 

 

行財政改革に関する平成２９年度の取組結果について 

取 組 項 目 平成２９年度の取組結果 

執務環境の改善 

○働き方の改善に向けた基本ルールを提示し現状の働き方の見直しを実施 

○各課における比較可能な時間外勤務状況の見える化を実施するとともに，働き方の改善による時間

外勤務の縮減を実施 

 Ｈ２８（２７，７５２時間，５８，２６３千円） 

 Ｈ２９（２４，３６９時間，５０，９６８千円） 

△３，３８３時間 △７，２９５千円（２月時点） 

組織の見直し 

定員の適正管理 

○組織の見直しと定員の適正管理のため，組織業務量実態調査を実施 

○庁舎移転をはじめとした公共施設ゾーンの再整備のため，平成３０年度に「公共施設整備調整課」

を新設 

行政情報化の推進 

○更なる業務効率化・経費削減を図るため，端末等（パソコン，プリンタ，タブレット，ストレージ）

の台数について調査し，一覧表を作成 

○基幹系システムについて，セキュリティ強化のため，単独クラウドへの移行及び職員認証システム

の導入を実施 

○インターネット系ネットワーク分離について，セキュリティ強化のため，インターネットとＬＧＷ

ＡＮのネットワークを分離 

事務事業の見直し 

○事務事業の棚卸しにより，内部管理経費を含む個別事業の総点検を実施 

○各事務事業の必要性，実施主体のあり方，費用対効果，優先度などを検証 

○事務事業の適切な選択と集中に取り組むため，事務事業の見直しを実施 

○結果として，３０事業において約２，１００万円の経費を節減 

未利用財産の有効活用 

○本市への定住促進と地域の活性化に未利用財産を活用するため，竹原市定住促進条例を制定 

○当該条例に基づき，仁賀町の未利用市有地４区画の無償貸付けについて募集 

○仁賀町の未利用市有地の無償貸付けについて１区画を決定 

 

 

行財政改革に関する平成３０年度の取組方針について 

取 組 項 目 平成３０年度の取組方針 

給与制度の見直し 

職員手当て等の見直し 

○職務給の見直しと職の廃止（課長補佐の廃止） 

○管理職手当の定額化 

○実費支給を見据えた旅費規程の見直し 

執務環境の改善 

○働き方の改善に向けた基本ルールの徹底，必要に応じた見直しなどにより公務能率の向上に向けた

取組を実施 

○各課の時間外勤務状況の見える化を継続するとともに働き方の改善に向けた増減要因の把握 

組織の見直し 

定員の適正管理 

○組織の見直し，定員の適正管理に向けた組織業務量実態調査の継続実施 

○限られた人材と財源の中で，多様化する市民ニーズや地域の課題に的確に対応するための体制づく

り 

行政情報化の推進 ○端末等台数の調査結果を踏まえ，庁舎移転に向けた機器の適正な配置，統合化の検討 

事務事業の見直し 
○事務事業の適切な選択と集中に取り組むため，平成２９年度の事務事業の点検結果等に基づく事務

事業見直しの継続実施 

内部管理経費の削減 
○効率的な事務執行及び内部管理経費の削減を図るため，物品の調達及び役務の提供を受ける業務等

の入札参加資格登録制度を導入 

公共施設の適正管理 

○公共施設等総合管理計画において，公共施設等の現状を把握 

○施設類型ごとに中長期的かつ包括的な視点であり方と施設保有量を検討 

○各施設のあり方についてその対応の方向性を検討 

借地物件の見直し ○返還可能な借地については返還に向けた取り組みを検討 

市税等債権の確保対策 
○債権確保対策委員会及び幹事会において，情報共有の迅速化及び効率化を高める環境整備を検討 

○効果的な債権確保を継続的に行っていくため，ノウハウの共有を含めた組織横断的な取組の実施 

受益者負担の適正化，施

設使用料等の見直し 

○使用料について，施設を利用される方（受益者）と利用されない方との負担の公平化を図るため，

使用料の算定基準及び減免基準を調整 

○使用料の見直しを検討 

未利用財産の売却又は

有効活用 

○行政目的としての利用が見込めない未利用財産については，公募による一般競争入札の実施など，

積極的な処分を推進 

○引き続き竹原市定住促進条例に基づき，未利用財産を定住促進に活用 

貸地の売却 ○自主財源の確保を図るため，貸付けている土地の売却を検討 

 


